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1島根原子力発電所の設備概要と現状

１号機 ２号機 ３号機

営業運転開始 １９７４年３月 １９８９年２月 未定

定格電気出力 ４６万ｋＷ ８２万ｋＷ １３７．３万ｋＷ

原子炉型式
沸騰水型
(BWR)

沸騰水型
(BWR)

改良型沸騰水型
(ABWR)

運転状況
営業運転終了
（2015年4月30日）

2012年1月～停止中※

（第17回定期事業者検査中）

※2024年12月再稼働予定

建設中
設備の据付工事完了

新規制基準への
対応状況等

廃止措置中
（2017年7月28日～）

原子炉設置変更許可
を受領

（2021年9月15日）

国へ適合性審査の
申請を実施

（2018年8月10日）



2島根２号機 適合性審査の流れ

再稼働には、「①原子炉設置変更許可申請」の許可、「②設工認申請」の認可、
および「③保安規定変更認可申請」の認可が必要となっており、全て認可、許可を
いただいております。

なお、現在は「使用前事業者検査」を実施しているところです。
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①原子炉設置変更許可申請の審査

③保安規定変更認可申請の審査

地震・津波の審議

[基準地震動]

プラント施設の審議

必要に応じ補正

必要に応じ補正

理解活動

使用前事業者検査

再稼働
（2024年12月（計画））

島根２号機

※  設工認：「設計及び工事の方法その他の工事の計画」の認可。

②設工認※申請の審査
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3島根２号機 再稼働時期の延期

 当社は、2023年9月11日、島根原⼦⼒発電所２号機の営業運転再開に向けた使⽤前事業者検査の⼯程を
含む使⽤前確認申請書を原⼦⼒規制委員会に提出している。

 現在進めている安全対策⼯事について、再稼働に向けた設備点検※１との輻輳により⻑期化する⾒通しとなった
ため、完了時期を2024年5月から同年10月に⾒直すとともに、使⽤前事業者検査の⼯程も変更※２している。
それに伴い、使⽤前確認申請書の内容を変更し、2024年4月30日、原⼦⼒規制委員会へ提出している。
※１ 発電所の運転停⽌期間が⻑期化していることを踏まえ、再稼働に向け各設備・機器の点検（試運転や分解作業など）を⾏っている。
※２ 変更後の使⽤前事業者検査の⼯程において、再稼働に係る⼯程は次の予定としている。

〔変更前〕 〔変更後〕
・燃料装荷開始 ︓2024年6月 → 2024年10月
・原⼦炉起動 ︓2024年8月 → 2024年12月
・発電機並列（再稼働） ︓2024年8月 → 2024年12月
・営業運転再開 ︓2024年9月 → 2025年 1月

【島根２号機における使⽤前事業者検査の主な⼯程（変更内容）】
2023年 2024年 2025年

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

︓変更した時期

② 原⼦炉を起動するまでに⾏う検査

③ 営業運転を再開するまでに⾏う検査

① 燃料を装荷するまでに⾏う検査

安全対策⼯事の期間
・①検査の使⽤前確認終了後、原⼦炉に燃料を装荷する。
・②検査の使⽤前確認終了後、原⼦炉起動操作を⾏い、
その後、発電機を並列（発電再開）する。
・③検査の使⽤前確認終了をもって原⼦⼒規制委員会
から使⽤前確認証が交付され、営業運転再開となる。



4島根２号機 保安規定変更認可

島根原⼦⼒発電所の新規制基準適合性に係る保安規定変更認可申請について
は、2013年12月25日に申請を実施し、保安規定審査を経て、2024年5月30日
に認可された。

【参考】保安規定審査の実績
・ 審査会合︓５回
・ ヒアリング︓34回
・ 規制委員会（安全文化）︓ 1回

【第１編】 運転段階の発電用原子炉施設編（２号炉および３号炉に係る保安措置）
 安全文化に関わる体制変更
 火災、内部溢水、自然災害、重大事故等および大規模損壊発生時の体制に関する規定を追加
 ＳＡ設備の運転上の制限の追加により、運転上の制限が課せられる設備の増大による変更
 体制に関する規定の内容を詳細に説明する実施基準を新たに追加

【第２編】 廃止措置段階の原子炉施設編（１号炉に係る保安措置）
 安全文化に関わる体制変更
 火山発生時の体制に関する内容を反映
 ２号炉との放射性液体廃棄物処理系の共⽤取⽌め

保安規定の変更の概要



5島根２号機 保安規定の変更の概要（体制の変更）

■体制の変更

 社⻑直属の組織とし
て「原⼦⼒安全監理
部門」を設置し、保安
規定第４条のQMS
管理責任者(電源事
業本部⻑）以下の組
織を対象に監視・評
価を⾏う

 「安全文化の育成お
よび維持活動」は、電
源事業本部に集約し、
自主的に取り組む

現在

社⻑
品質マネジメント

システム管理責任者
（電源事業本部⻑）

本社組織 原⼦⼒品質保証
（部⻑）

原⼦⼒品質保証グループ

本社組織 （その他）

発電所組織
協⼒会社

監視評価グループ
（マネージャー１名、副⻑１名、スタッフ２名）

赤字︓原⼦⼒安全文化の状態の監視・評価活動を実施する組織
（保安に関する組織ではない）

︓監視・評価の対象組織

原⼦⼒安全監理部門設置後

社⻑
品質マネジメント

システム管理責任者
（原⼦⼒安全監理部門⻑）

原⼦⼒安全監理部門⻑ 監視評価グループ
（マネージャー１名、副⻑１名、スタッフ２名）

品質マネジメント
システム管理責任者
（電源事業本部⻑）

本社組織 原⼦⼒品質保証
（部⻑）

本社組織 （その他）

発電所組織
協⼒会社

原⼦⼒品質保証グループ

赤字︓原⼦⼒安全文化の状態の監視・評価活動を実施する組織
（保安に関する組織とする）

︓監視・評価の対象組織

【新たに設置】
（島根原⼦⼒発電所在勤 ５名）



6

第２段階※では、新たに放射線管理区域内に設置されている設備（原⼦炉本体以外）の解体撤去を⾏う
こととしています。

※第２段階＝原⼦炉本体周辺設備等解体撤去期間

島根１号機 廃止措置（第2段階）の概要

○廃止措置工程および主な作業項目
廃止措置計画認可日～２０２３年度 ２０２４年度～２０３５年度 ２０３６年度～２０４３年度 ２０４４年度～２０４９年度

・2017年4月19日 廃⽌措置計画認可
・2017年7月28日 廃⽌措置作業（第１段階）着手
・2024年5月17日 廃⽌措置計画変更認可
・2024年5月29日 廃⽌措置作業（第２段階※）着手

○廃止措置に係る経緯



7島根１号機 放射線管理区域内の設備の解体撤去

︓第２、第３段階に解体撤去する範囲
（例︓サプレッション・チェンバ〔圧⼒抑制室〕）
ただし、性能維持施設は除く。※

︓第３段階に解体撤去する範囲

※使⽤済燃料の管理に必要な貯蔵施設や放射性廃棄物の処理、貯蔵に必要な廃棄施設等の
性能維持施設は、第２段階以降にも必要な施設であり、解体撤去する範囲から除く。

放射線管理区域内に設置されている役⽬を終えた設備（原⼦炉本体
以外）を解体撤去します。



8島根１号機 放射線管理区域内の設備の解体撤去（着手）

「放射線管理区域内の設備（原⼦炉本体以外）の解体撤去」の準備作業として、
解体保管物を一時的に保管するためのエリアを設定。
表示やロープアウトによりエリアを区画し、解体保管物を一時的に収納・保管する
ためのメッシュ型容器（解体保管物収納容器）を搬入。


